
▲要請後握手をかわす湖東事務局長と

相沢自民党税調会長（同日）

＇，＇lllllllll 

▲日本経団連税制グループ長・阿部泰久氏との

懇談を終えて（後列右から益子良一、湖東京至、

吉元貢TCフォーラム事務局メンバーと阿

部氏）

▲日本商工会議所産業政策部長・坪田秀治氏（右）

に要請(8月4日、日本商工会議所にて）

▲相沢英之自民党税調会長に要請書を渡し、重

税下における納税者権利保護の必要性を訴

えた。右から湖東事務局長、益子良一事務局員、

相沢英之会長、長谷川博事務局員(7月18日、

衆議院議員会館の相沢会長室にて）

▲日本経団連税制グループ長・阿部泰久氏（右）

に要請書を渡す湖東事務局長

(7月28日、日本経団連会議室にて）

▲政府税制調査会会長・石弘光氏に納税者権利

保護法の必要性を税調答申に記載するよう

要請 (7月 28 日、要請後—財務省前にて、右か
ら3人目北野弘久TCフォーラム代表委員）

去
る
七
月
一
八
日
、

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
長
・
湖
東
京
至
（
関
東
学
院
大
学
教
授
・
税

理
士
）
、
事
務
局
・
長
谷
川
博
（
朝
日
大
学
客
員
教
授
・
税
理
士
）
、
同
益
子
良
一
（
税
理
士
・
神

奈
川
大
学
講
師
）
の
三
名
は
、
自
民
党
税
制
調
査
会
・
相
沢
英
之
会
長
と
面
談
し
、
別
掲
要
請

書
を
手
渡
し
約
三

0
分
間
に
わ
た
り
、
納
税
者
権
利
憲
章
の
制
定
が
焦
眉
の
急
で
あ
り
、
与

党
税
調
と
し
て
是
非
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
き
た
い
旨
要
請
し
た
。

ま
た
、
七
月
二
八
日
に
は
政
府
税
制
調
査
会
・
石
弘
光
会
長
と
面
談
し
、
同
様
の
趣
旨
を
要

請
し
た
。
石
会
長
と
の
面
談
に
は
本
会
の
北
野
弘
久
代
表
（
日
本
大
学
名
誉
教
授
）
ら
も
参
加

し
、
和
や
か
な
う
ち
に
も
厳
し
い
税
務
行
政
の
実
情
を
訴
え
、
諸
外
国
の
例
に
倣
っ
て
わ
が

国
に
も
納
税
者
権
利
憲
章
な
い
し
税
務
行
政
手
続
法
の
制
定
、
具
体
的
に
は
国
税
通
則
法
の

改
正
に
よ
り
納
税
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
旨
陳
情
し
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
同
日
、
湖
東
事
務
局
長
、
益
子
良
一
、
吉
本
貢
（
税
理
士
）
が
日
本
経
団
連

本
部
を
訪
問
し
、
阿
部
泰
久
税
制
グ
ル
ー
プ
長
に
奥
田
碩
会
長
宛
て
の
要
請
書
を
手
渡
し
、

税
務
行
政
の
透
明
性
・
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
、
政
府
・
与
党
に
納
税
者
権
利
保
護
法
・
納
税

者
憲
章
の
制
定
の
必
要
性
を
要
請
し
て
い
た
だ
き
た
い
旨
、
お
願
い
し
た
。
懇
談
の
中
で
阿

部
税
制
グ
ル
ー
プ
長
は
と
く
に
、
国
税
通
則
法
七
四
条
の
二
で
税
務
行
政
を
行
政
手
続
法

の
適
用
除
外
と
し
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

さ
ら
に
八
月
四
日
、
日
本
商
工
会
議
所
産
業
政
策
部
長
・
坪
田
秀
治
氏
、
同
産
業
政
策
部

荒
井
恒
一
課
長
と
面
談
し
た
。
同
会
議
所
は
会
員
に
中
小
企
業
が
多
い
た
め
、
税
務
行
政
に

つ
い
て
は
と
り
わ
け
関
心
が
強
く
、
我
々
の
要
請
を
前
向
き
に
受
け
止
め
て
く
れ
た
。
日
本

商
工
会
議
所
と
の
面
談
は
日
本
経
団
連
の
阿
部
泰
久
税
制
グ
ル
ー
プ
長
の
紹
介
で
実
現
し

た
も
の
で
、
一

つ
の
経
済
団
体
が
納
税
者
の
権
利
保
護
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
意
見
を
表

明
し
た
な
ら
、
そ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
対
す

る
要
請
文
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
で
裏
面
に
自
民
党
税
制
調
査
会
長
充
て
の
「
要

請
文
」
を
全
文
掲
載
し
た
。

第
一
五
五
回
通
常
国
会
は
七
月
二
八
日
に
閉
会
と
な
っ
た
。
同
日
、

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
事

務
局
メ
ン
バ
ー
は
五
月
に
行
わ
れ
た

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
総
会
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
い
た

議
員
を
中
心
に
お
礼
の
挨
拶
に
回
っ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
、
「
納
税
者
権
利
憲
章
を
つ

く
る
議
員
連
盟
」
と
そ
の
前
提
と
な
る
与
野
党
衆
議
院
議
員
に
よ
る
勉
強
会
を
発
足
さ
せ

る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
各
党
の
党
内
事
情
や
与
党
対
策
が
遅
れ
た
た

め
、
発
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

次
期
国
会
で
は
与
野
党
議
員
に
よ
る
「
納
税
者
権
利
憲
章
を
つ
く
る
議
員
連
盟
」
発
足
に

向
け
、
院
内
外
の
運
動
を
強
力
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
一
人
一
人
の
会
員
が
与

野
党
衆
議
院
議
員
に
紹
介
者
に
な
っ
て
も
ら
い
、
衆
議
院
議
長
に
対
す
る
請
願
書
を
一
枚

で
も
多
く
あ
げ
る
こ
と
が
重
要
な
鍵
と
な
る
。
衆
議
院
議
員
を
紹
介
議
員
と
す
る
請
願
署

は
一
部
同
封
し
て
あ
る
の
で
、
必
要
な
部
数
を
コ
ピ
ー
す
る
な
ど
活
用
を
お
願
い
し
た
い
。

請
願
書
が
と
れ
た
ら
、
事
務
局
長
の
湖
東
宛
に
郵
送
し
て
も
ら
い
た
い
。
直
接
衆
議
院
議
長

宛
て
に
郵
送
し
て
も
ら
っ
て
も
構
わ
な
い
が
そ
の
場
合
、
コ
ピ
ー
を
湖
東
事
務
局
長
宛
に

郵
送
し
て
も
ら
い
た
い
。

第
一
五
五
回
国
会
閉
会
、
請
願
書
活
動
を
展
開
し
よ
う

制

会
会

民

税

制

査

会

会

連
、
日
本
商
工
会
議
所
に
要
請

ヽ

TCフォーラムの「 TC」とは

Taxpayer Charter（納税者憲章）

の頭文字を意味しています。
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納
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者
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権
利
憲
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く
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(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
事
務
局



納
税
者
の
権
利
保
護
の
た
め
に
規
定
す
べ
き
事
項

本
来
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
も
他
の

O
E
C
D
加
盟
国
の
よ
う
に
納
税
省
枠
利
保
詭
社
な

い
し
納
税
者
権
利
憲
章
を
制
定
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
無
理
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と

も
当
面
、
国
税
通
則
法
の
目
的
に
「
納
税
者
・
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
」
を
規
定
す
る

と
と
も
に
、
「
税
務
行
政
の
基
本
理
念
」
、
「
税
務
調
査
の
事
前
手
続
」
な
ど
を
明
文
化

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
韓
国
が
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
納
税
者
の
権
利
保
護
を
法
制
化
し
ま
し
た
。
韓
国

は
一
九
九
六
年
十
二
月
、
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
に
「
納
税
者
の
権
利
」
の
章
を
新
設

し
、
以
後
毎
年
の
よ
う
に
納
税
者
の
権
利
保
護
拡
充
の
た
め
の
施
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

韓
国
の
改
革
は
ま
さ
に
眼
を
見
張
る
ば
か
り
で
す
。
そ
し
て
重
要
な
点
は
、
韓
国
に
お
い

て
は
納
税
者
の
権
利
が
拡
充
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
徴
税
水
準
が
落
ち
て
い
な
い
こ
と
で

す。
で
は
具
体
的
に
何
を
法
制
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

権
利
保
護
規
定
を
参
考
に
次
の
点
を
要
請
し
ま
す
。

韓
国
方
式
に
よ
る
納
税
者
保
護
規
定
の
制
定
を

自
由
民
主
党
税
制
調
査
会
会
長
霞
相
沢
英
之
殿

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
納
税
者
の
権
利
憲
章
を
つ
く
る
会
）

私
達

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
一
九
九
三
年
四
月
に
全
国
の
中
小
企
業
団
体
、
文
化
人
、

研
究
者
、
税
理
士
、
弁
護
士
な
ど
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
市
民
団
体
で
、
納
税
者
権
利
憲

十
の
制
定
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

T
は
T
a
x
p
a
y
e
r

（
納
税
者
）
の

T
を、

C
は
C
h
a
r
t
e
r

(
憲
章
）
の

C
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

(
1
)
国
際
的
潮
流
で
あ
る
こ
と

わ
が
国
は
租
税
収
入
に
よ
っ
て
国
家
財
政
を
運
営
す
る
「
租
税
国
家
体
制
」
を
と
っ
て

い
ま
す
。
「
租
税
国
家
」
で
は
納
税
者
の
協
力
が
な
け
れ
ば
国
の
財
政
は
運
営
で
き
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
納
税
者
は
国
家
に
と
っ
て
大
切
な
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
」
で
す
。
近
年
、

O
E
C
D
加
盟
国
に
お
け
る
国
民
所
得
に
対
す
る
税
負
担
率
は
急
増
し
て
い
ま
す
。
こ
の

観
点
か
ら
す
で
に
米
国
、
英
国
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
韓
国
、
最
近
で
は
イ
タ
リ
ア
が
納
税
者
の
権
利
を
保
護

す
る
法
律
な
い
し
権
利
憲
章
を
制
定
し
て
い
ま
す
。
今
日
、
経
済
社
会
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
外
国
の
企
業
や
人
も
日
本
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
税
務
行
政
が
国
際
的
に
遅

れ
て
い
た
の
で
は
諸
外
国
の
嘲
笑
の
的
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

(
2
)
税
務
署
と
の
間
に
不
必
要
な
ト
ラ
ブ
ル
が
存
在
す
る
わ
が
国

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
は
納
税
者
の
権
利
を
保
障
す
る
法
律
も
納
税
者
権
利
憲
章
も
、

税
務
行
政
に
関
す
る
事
前
手
続
規
定
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
税
務
行
政
の
現
場
で
税

務
当
局
と
納
税
者
の
間
に
不
必
要
な
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
ま
せ
ん
。
わ
が
国
の
納
税
者
の
多

く
は
給
与
所
得
者
で
す
が
、
彼
ら
が
住
宅
を
購
入
し
た
り
、
医
療
費
を
支
出
し
た
り
、
中

途
退
職
し
た
り
、
土
地
・
建
物
を
譲
渡
し
た
り
、
相
続
税
の
申
告
を
す
る
と
き
に
は
必
ず

税
務
署
と
接
触
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
常
的
に
税
務
署
と
接
触
の
な
い
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
に
と
っ
て
税
務
署
と
の
交
渉
は
必
ず
し
も
心
地
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
わ
が
国
に
法
的
ル
ー
ル
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
ら
で
、
事
業
所
得
者
、
不
動
産

所
得
者
、
中
小
法
人
に
と
っ
て
も
事
情
は
同
じ
で
す
。

(
3
)
納
税
者
・
国
民
、
税
務
行
政
庁
職
員
に
も
プ
ラ
ス

税
務
行
政
に
お
け
る
適
正
な
手
続
規
定
（
ル
ー
ル
）
の
法
制
化
は
、
納
税
者
・
国
民
の

権
利
利
益
の
確
保
に
資
す
る
ば
か
り
か
、
税
務
行
政
庁
に
働
く
職
員
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス

に
な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
米
国
の
数
次
に
わ
た
る
「
納
税
者
権
利
章
典
」
の
制
定
経

過
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
例
え
ば
米
国
で
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
ノ
ル
マ

の
廃
止
や
、
無
法
な
調
査
を
展
開
し
て
納
税
者
の
激
怒
を
か
う
な
ど
の
状
況
が
な
く
な
っ

た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
る
い
税
務
行
政
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
透
明
性
の
高
い

税
務
行
政
が
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
私
達
が
要
請
す
る
透
明
性
の
高
い
税

務
行
政
は
一
般
の
善
意
の
納
税
者
に
対
す
る
も
の
（
任
意
調
査
な
ど
）
で
あ
り
、
刑
事
犯

で
あ
る
査
察
事
案
に
適
用
が
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

納
税
者
権
利
保
護
法
が
必
要
な
理
由

事
務
局
長 同

代
表
委
員同

北
野

大
江

池
上

湖
東 要

東
京
都
中
野
区
東
中
野
四
ー
ニ
ー
一
〇

TELO
三
占
一
三
六
四
l

五
六
七
一

弘
久
（
日
本
大
学
名
誉
教
授
）

志
乃
夫
（
茨
城
大
学
名
誉
教
授
）

惇
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

京
至
（
関
東
学
院
大
学
教
授
）

私
達
は
諸
外
国
の
納
税
者

宰
目―-＝ロ

一
、
税
務
行
政
運
営
の
基
本
理
念
と
し
て
、

次
の
諸
点
を
規
定
す
る
こ
と
。

①
公
正
運
営
の
原
則
ー
—
ー
税
務
行
政
の
運
営
は
公
正
を
旨
と
す
る
こ
と
、

②
情
報
公
開
の
原
則
ー
税
務
行
政
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
国
民
へ
の
提
供
、
国
民

の
苦
情
に
誠
実
に
対
処
す
る
こ
と
、

③
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
—
|
税
務
行
政
に
お
い
て
は
納
税
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊

重
す
る
こ
と
、

④
誠
実
性
推
定
の
原
則
|
|
'
納
税
手
続
き
に
お
い
て
は
誠
実
性
の
推
定
を
旨
と
し
、
国

民
の
権
利
利
益
の
保
護
へ
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

①
納
税
者
権
利
憲
章
の
作
成
|
|
．
国
税
当
局
は
国
民
の
権
利
利
益
確
保
の
た
め
に
必
要

な
事
項
を
平
易
な
文
章
に
よ
り
作
成
・
告
示
し
、
税
務
調
査
に
あ
た
っ
て
当
該
文
書
を

事
前
に
納
税
者
に
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

②
事
前
通
知
義
務
—
—
ー
税
務
調
査
に
際
し
て
は
十
四
日
前
ま
で
に
文
書
に
よ
り
納
税
者

に
事
前
通
知
書
を
送
付
す
る
こ
と
、

③
代
理
人
選
任
教
示
義
務
_
~
税
務
調
査
に
あ
た
り
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
旨
、
告
知
す
る
こ
と
、

④
一
般
的
事
前
照
会
制
度
11
ア
ド
バ
ン
ス
・
ル
ー
リ
ン
グ
ー
納
税
者
は
税
務
に
関
す

る
法
令
の
解
釈
適
用
又
は
課
税
上
の
取
扱
に
つ
い
て
、
事
前
に
課
税
庁
に
そ
の
判
断

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
課
税
庁
は
当
該
照
会
に
対
し
書
面
で
回
答
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三
、
調
査
の
手
続
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
規
定
す
る
こ
と
。

①
事
前
通
知
書
の
記
載
事
項
ー
—
'
事
前
通
知
書
に
は
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
-
）
被
調
査
者
の
住
所
又
は
所
在
地
お
よ
び
氏
名
又
は
名
称

（
二
）
調
査
対
象
税
目
お
よ
び
対
象
期
間
並
び
に
調
査
を
必
要
と
す
る
理
由

（
三
）
調
査
予
定
日
お
よ
び
調
査
場
所

（
四
）
担
当
職
員
の
部
署
お
よ
び
氏
名

（
五
）
代
理
人
を
選
任
で
き
る
旨

（
六
）
調
査
の
日
時
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨

②
調
査
の
期
間
制
限
・
~
調
査
期
間
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
。
例
え
ば
事
業
規
模
に
よ

り
資
本
金
一
億
円
以
下
の
法
人
は
三
ヶ
月
以
内
と
す
る
。
個
人
事
業
者
は
一
ヶ
月
以
内

と
す
る
な
ど
。

③
再
調
査
禁
止
規
定
|
|
＇
い
っ
た
ん
調
査
が
終
了
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

再
調
査
を
禁
止
す
る
こ
と
。

④
特
定
職
業
人
の
守
秘
義
務
ー
ー
＇
医
師
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
公
証
人
な
ど
、
特
定
職

業
人
に
対
す
る
守
秘
義
務
を
停
屯
す
る
こ
と
。

⑤
帳
簿
・
書
類
の
領
置
禁
止
—
~
納
税
者
か
ら
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
帳

簿
・
書
類
を
所
属
庁
に
持
ち
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

⑥
代
理
人
の
尊
重
—
|
ー
選
任
さ
れ
た
代
理
人
が
い
る
場
合
、
代
理
人
が
い
な
い
と
こ
ろ

で
調
査
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

⑦
反
面
調
査
の
原
則
禁
止
|
|
＇
取
引
先
に
対
す
る
反
面
調
査
は
、
当
該
被
調
査
者
の
調

査
開
始
前
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
反
面
調
査
を
行
う
場
合
は
当
該
被

調
査
者
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

①
調
査
終
了
通
知
—
ー
＇
調
査
終
了
の
通
知
を
行
う
こ
と
。
こ
の
通
知
は
申
告
是
認
の
場

合
も
行
う
こ
ど
。

②
修
正
申
告
慾
通
の
禁
止
、
更
正
処
分
の
理
由
付
記
義
務
|
|
．
修
正
申
告
の
慾
憩
を
行

わ
ず
、
税
額
の
変
更
は
理
由
を
付
記
し
た
更
正
処
分
に
よ
る
こ
と
（
白
色
申
告
者
に
対

し
て
も
理
由
を
付
記
す
る
こ
と
と
す
る
）
。

③
事
前
聴
聞
制
度
—
~
課
税
処
分
を
行
う
に
あ
た
り
、
被
調
査
者
に
処
分
内
容
を
あ
ら
か

じ
め
説
明
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
。

④
不
服
申
立
て
教
示
義
務
ー
|
呻
詠
税
処
分
を
行
う
に
際
し
て
、
不
服
申
立
て
の
権
利
及
び

そ
の
手
続
方
法
に
つ
い
て
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑤
税
務
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
—
|
税
務
行
政
に
対
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
、
課
税
庁

か
ら
独
立
し
た
税
務
専
門
の
苦
情
処
理
機
関
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

私
達
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
内
容
と
す
る
国
税
通
則
法
の
部
改
正
案
も
し
く
は
税
務

行
政
手
続
法
の
制
定
を
求
め
ま
す
。
な
お
、
国
税
通
則
法
七
四
条
の
二
に
お
い
て
国
税
行

政
を
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
適
用
除
外
規
定
を
削
除
す
る
こ

と
を
求
め
ま
す
。

四
、
調
査
の
事
後
手
続
及
び
救
済
機
関
と
し
て
次
の
諸
点
を
規
定
す
る

こ
と
。

二
、
調
査
の
事
前
手
続
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
規
定
す
る
こ
と
。

書


